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三木市公式 X(旧ツイッター)アカウント運用ポリシー 

 

掲 載 日：2013 年 10 月 7 日 

改  訂：2024 年 10 月 11 日 

 

１ 目的 

三木市では、市の広報活動をより一層充実するため、X(旧ツイッタ

ー)による情報発信を行います。 

 

２  アカウント情報 

別表１のとおり 

 

３ 運用主体 

三木市公式 X(旧ツイッター)アカウントは別紙のとおりであり、運用

主体は三木市で、管理・運営は秘書広報課で行い、投稿は各所属が行

う。 

 

４ 発信内容 

X(旧ツイッター)で発信する情報は、以下のとおりです。 

(1)市の取組 

(2)市民生活に関連する情報 

(3)イベント、市の魅力に関する情報 

(4)市内の出来事 

(5)緊急を要する情報など 

 

５ 対応時間 

原則として開庁時間内（平日の午前 8 時 30 分～午後 5 時）に、各投

稿者が必要に応じて不定期に投稿します。 

なお、この時間帯以外にも必要に応じて投稿する場合があります。 
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６ フォロー 

三木市へのフォローは自由にできます。三木市からのフォローは、原

則として国、県、他自治体、公益法人、その他市が必要と認めた場合に

行います。 

 

７ 返信 

個別のお問い合わせに対して、X(旧ツイッター)上で返信を行うこと

はありませんのでご了承ください。三木市へのお問い合わせは、三木市

公式ホームページの「各課へのお問い合わせ」をご利用ください。 

 

８ リポスト 

リポストすることで情報発信の充実・拡大が期待できるものは、必要に

応じてリポストを行います。 

 

９ 禁止事項 

次のような内容の書き込み、メッセージ送信等は禁止します。 

(1)公序良俗に反する内容 

(2)誹謗中傷や第三者の権利を侵害する内容 

(3)政治活動、選挙活動、宗教活動及びそれに付随する内容 

(4)法令違反に該当する内容 

(5)わいせつな内容 

(6)虚偽の内容 

(7)第三者の著作権、肖像権、その他知的財産権を侵害する内容 

(8)有害なコンピュータプログラム等の配信にあたる内容 

(9)メールアドレス、氏名その他の個人情報等を不正に使用する行為

(10)他の利用者、第三者、あるいは市に対し迷惑、不利益あるいは損 

害を与える内容 

(11)その他、三木市公式 X(旧ツイッター)を運用する上で、実施主体が

不適切と判断した内容 
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禁止事項に該当する際は、対象利用者のアアカウントのブロック

や、それら処置を講じたことに関する周知・掲載等を行うことがあり

ます。 

なお、投稿者同士、または投稿者と第三者の間で発生したトラブル

等について、市は一切責任を負いません。 

 

10 著作権 

当アアカウントから発信する個々の情報（文章、写真、イラストな

ど）に関する著作権は三木市に帰属します。 

 

11 免責事項 

(1)当アアカウントの投稿は細心の注意を払って行いますが、情報の

正確性、完全性、有用性について保証するものではありません。 

(2)当アアカウントの投稿により生じた直接・間接的な損失につい

て、運営者は一切責任を負わないものとします。 

(3)三木市は、予告なく運用ポリシーの変更や運用方法の見直しまた

は中止をする場合があります。 

 

12 運用の停止 

三木市は、投稿が困難になった場合には、その理由を市の公式ホーム

ページに明記し、公式 X(旧ツイッター)の運用を停止します。 

  


